
○雲仙市お試し住宅事業実施要綱 

平成２９年３月３日 

告示第８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市への移住の促進を図るため、移住を検討している者に対して、一

時的に居住する住宅（以下「施設」という。）を供し、市の風土及び市内での日常生活

を体験してもらうための雲仙市お試し住宅事業（以下「事業」という。）の実施に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

雲仙市南串山お試し住宅 雲仙市南串山町甲1143番地 

（利用目的の範囲） 

第３条 この施設の利用目的の範囲は、市への移住のための生活体験とする。 

２ 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設を利

用させることができる。 

（利用者の資格） 

第４条 施設を利用できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長

が特別の理由があると認める者にあっては、この限りでない。 

（１） 市外（隣接市を除く。）に居住する者で、市への移住を検討しており、その調

査及び体験のために滞在しようとするもの 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員でなく、又は同条第２号に規定する暴力団と密接な関

係を有する者でない者 

（３） 施設の利用に係る事前アンケート及び事後アンケート等を提出する者 

（４） 旅行に伴う宿泊を目的として利用する者でない者 

（５） 収入を得ることを主とする目的で事業を営む者でない者 

（利用期間） 

第５条 施設を利用することができる期間は、１回の申込みにつき３日以上３０日以内と

する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該期間を延長し、又は短縮

することができる。 

２ 同一年度内で２回以上施設を利用しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、同

一年度内の利用期間の合計が９０日を超えない範囲内で、施設の利用を申し込むことが

できる。 

３ 前項に規定する場合において、利用期間の満了日と次の利用期間の開始日との間には、

３箇月以上の期間を置かなければならない。 

４ 利用期間の開始時間及び満了時間は、平日（雲仙市の休日を定める条例（平成１７年

雲仙市条例第２号）第１条第１項の市の休日以外の日をいう。）の午前８時３０分から

午後５時１５分までの間とする。 



（利用の申込み及び許可） 

第６条 施設を利用しようとする者は、利用開始希望日の２週間前までに、雲仙市お試し

住宅利用申込書（様式第１号）に身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する利用申込みに対し、利用を許可するときは、雲仙市お試し住

宅利用許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（利用料） 

第７条 施設の利用料（光熱水費を含む。）は、無料とする。ただし、飲食費、日常生活

に係る費用、交通費等は、前条第２項の規定による許可を受けて施設を利用する者（以

下「利用者」という。）の負担とする。 

（利用者の遵守事項） 

第８条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な管理及び注意をもって利用しな

ければならない。 

（１） 施設及び施設の附属設備等の損傷若しくは汚損又は模様替えをしないこと。 

（２） 土地の形質を変更しないこと。 

（３） 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。 

（４） 施設の全部又は一部を転貸しないこと。 

（５） 人身等に危険のおそれがあり、又は他人の迷惑になる行為をしないこと。 

（６） 施設の利用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに施設の鍵を返

却すること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める事項 

２ 施設又は施設の附属設備等をリノベーション等により改良しようとする場合において、

事前の協議により市長が特に認めるときは、前項第１号の規定にかかわらず、施設又は

施設の附属設備等の増築若しくは改築又は模様替え等をすることができる。この場合に

おいて、その費用については利用者負担とし、所有権については市に帰属するものとす

る。 

（施設の明渡し） 

第９条 利用者は、利用期間を満了し、又は自己の都合により利用期間満了前に退去する

ときは、速やかに施設を明け渡すものとする。 

２ 市長は、利用者が前条第１項各号のいずれかに違反したときは、当該利用者に対し利

用の許可を取り消し、施設の明渡しを請求することができる。 

（立入検査） 

第１０条 市長は、施設の管理のため必要があると認めるときは、職員に施設の検査をさ

せ、利用者に対し必要な指示をさせることができる。この場合において、利用者は、正

当な理由がある場合を除き、当該検査及び指示を拒むことができない。 

（原状回復） 

第１１条 利用者は、第９条の規定により施設を明け渡すときは、職員の指示に従い、施

設及び施設の附属設備等を原状に復さなければならない。ただし、第８条第２項の増築

若しくは改築又は模様替え等については、この限りでない。 

（損害賠償） 



第１２条 利用者は、施設及び施設の附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状に

回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他利用者の責めに

よらない事由による場合は、この限りでない。 

（事故免責） 

第１３条 施設及び施設の附属設備等並びにその敷地（以下この条において「施設等」と

いう。）が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設等で発生した事故に対し

て、市は、その賠償の責めを負わないものとする。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



 





 


